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第３節 介護保険 

 

１ 介護保険 
 平成１２年４月の介護保険制度施行から１１年を経過し、平成２３年度は第4期介護保険事業計画の最終年度
に当たる。第3期計画では、制度の基本理念である高齢者の「自立支援」と「尊厳の保持」を基本としつつ、制
度を持続可能なものとするための大きな見直しがあったが、第4期計画は、介護従事者処遇改善のための報酬改
訂やより所得に応じた保険料段階を目指し７段階から 10段階へ見直すなど、第 3期計画がより充実されたもの
となった。 
 
（１）介護保険法 

 

＜目的・事業内容＞  

   介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づいて、要介護者及び要支援者等が尊厳を保持し、その有す

る能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な介護サービスを保険給付等として行うことにより、国

民の保健・医療・福祉の向上を図ることを目的とする。 
 
＜対象者＞ 

 第１号被保険者 第２号被保険者 

対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 

受給対象者 要介護・要支援認定を受けた人 
加齢による病気（特定疾病）が要因で要介

護・要支援認定を受けた人 

 
＜第１号被保険者数の推移＞ 

   第１号被保険者数は年々増加の傾向にあり、平成１５年度以降は後期高齢者が前期高齢者を上回っている。 

   
（各年度3月末現在）
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要介護・要支援認定者の推移
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＜実  績＞ 

①第１号被保険者の介護保険料の収入状況（平成２３年度賦課分） 

   介護保険料を納める方法には、被保険者が受給している公的年金からあらかじめ保険料を天引きされて納

める方法（特別徴収）と、市から送付される納付通知書や口座振替等で納める方法（普通徴収）がある。 
                                            （単位：円） 

 調定額 収入済額 還付未済額 収入率（％） 

特別徴収 1,355,117,520 1,355,117,520 1,738,300 100%

普通徴収 156,794,370 137,954,720 200,190 87.98%

合計 1,511,911,890 1,493,072,240 1,938,490 98.75%

  
②要介護認定実施状況 

年 度 21 22 23 

申 請 数 7,272 7,754 7,852

審査会開催回数 199/年 205/年 212/年

  ※平成２３年度の認定申請件数は、新規１，９８９件、更新５，０３９件、区分変更７８３件、転入４１件

を合わせて７，８５２件あり、月平均約６５４件の申請があった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１８年度の介護保険制度改正により、「要支援１」「要支援２」という新たな区分が設けられ、これま

での６段階の区分から７段階となった。これまでの「要介護１相当」に該当した人については、状態の維持

改善の可能性が高いかどうかの審査を行い、「要介護１」か「要支援２」の判定を行った。 
  平成１９年度～平成２３年度の認定者数（第２号被保険者を含む。）の推移をみると、要支援１・２、要介

護１の認定者が過半数を占めている。 
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③介護サービスの給付状況 

所 管 課 長寿社会推進課 

根拠法令等 介護保険法 
負担割合

（施設サービス） 

 国 20/100  県 17.5/100  

 市 12.5/100  保険料 50/100 

（施設以外のサービス） 

 国 25/100 県 12.5/100 

 市 12.5/100  保険料 50/100 

  
要介護状態となっても可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるようにするため、「地域密着型サー

ビス」の展開を積極的に図っている。 
         （平成２３年４月審査～平成２４年３月審査分 計） 

 件数 給付費（千円） 

訪問介護 回/年 194,703 752,804 

訪問入浴介護 回/年 1,942 21,765 

訪問看護 回/年 19,654 139,198 

訪問リハビリテーション 日/年 8,538 45,313 

通所介護 回/年 138,330 1,026,280 

通所リハビリテーション 回/年 114,061 886,613 

福祉用具貸与 人 15,016 169,610 

短期入所生活介護 日/年 32,177 258,149 

短期入所療養介護 日/年 7,399 77,301 

居宅療養管理指導 人 5,729 47,738 

特定施設入居者生活介護 人 2,102 387,197 

居宅介護支援 人 31,507 413,921 

福祉用具購入 人 508 16,938 

住宅改修 人 445 44,195 

居宅サービス計 － － 4,287,022 

介護予防訪問介護 人 11,815 232,985 

介護予防訪問入浴介護 回/年 0 0 

介護予防訪問看護 回/年 2,879 17,863 

介護予防訪問リハビリテーション 日/年 3,075 14,181 

介護予防通所介護 人 5,887 185,875 

介護予防通所リハビリテーション 人 3,665 138,576 

介護予防福祉用具貸与 人 3,797 26,613 

介護予防短期入所生活介護 日/年 790 4,835 

介護予防短期入所療養介護 日/年 110 729 

介護予防居宅療養管理指導 人 565 4,506 

介護予防特定施設入居者生活介護 人 195 15,867 

介護予防支援 人 18,873 80,121 

介護予防福祉用具購入 人 267 8,381 

介護予防住宅改修 人 367 36,928 

介護予防サービス計 － － 767,461 

夜間対応型訪問介護 人 17 411 

認知症対応型通所介護 回/年 17,131 135,157 

小規模多機能型居宅介護 人 4,021 673,305 

認知症対応型共同生活介護 人 2,495 597,717 

地域密着型特定施設入居者生活介護 人 588 103,103 
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人 243 62,027 

介護予防認知症対応型通所介護 回/年 587 3,709 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人 419 24,104 

介護予防認知症対応型共同生活介護 人 7 1,613 

地域密着型サービス計 － － 1,601,144 

介護老人福祉施設 人 5,308 1,266,653 

介護老人保健施設 人 6,139 1,632,593 

介護療養型医療施設 人 3,128 1,161,739 

施設サービス計 － 14,575 4,060,986 

特定入所者介護サービス費 － － 246,831 

高額介護サービス費 － － 408,434 

高額医療合算介護サービス費 － － 30,206 

審査支払手数料 件/年 170,395 10,250 

総計 － - 11,412,333 

※給付費は、千円未満四捨五入を行っているため、合計値が合わないものがある。 

 

（２）介護保険円滑化特別対策事業 

 

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業 

所 管 課 長寿社会推進課 
根拠法令等 

大牟田市介護保険利用者負担額の社会福祉法人による

軽減制度に対する助成事業実施要綱 負担割合 県3/4 市1/4 

 
＜目的・事業概要＞ 

特に生計が困難な低所得者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人が利用料を軽減し、かつ一

定の要件を満たす場合、助成を行うもの。 
 

＜実  績＞ 

補助額（千円） 区分 

 

 

年度 

実施 

法人数 

事業対象 

者    数 

（人） 訪問介護 通所介護 短期入所 

特別養護 

老人ホーム

入所 

事務費 
事業費 

合 計 

21 2 4 17 0 10 0 3 30

22 6 11 10 0 0 0 2 12

23 6 11 11 0 0 0 2 13

 
 
（３）地域包括支援センターの運営 

所 管 課 長寿社会推進課 

根拠法令等 介護保険法第１１５条の４６ 
負担割合

 国 40/100  県 20/100 

 市 20/100 保険料 20/100 

 
＜目的・事業概要＞ 

介護保険制度の改正により地域で暮らす高齢者を、介護・福祉・医療などさまざまな面から総合的に支援

するため、Ｈ１８年４月に４ヵ所の地域包括支援センターを設置した。地域包括支援センターの主な業務は、

地域で暮らす高齢者を支援するための地域やさまざまな機関とのネットワークづくり、総合相談・権利擁護

事業、ケアマネジャー支援事業、介護予防ケアマネジメント事業などである。 
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地域包括支援センター設置状況 
包括センター名 事業所住所 担当校区 

中央地域包括支援センター 有明町2丁目3番地 

長寿社会推進課内 

大牟田、大正、上官、平原、白川、

中友 

北部地域包括支援センター 大字手鎌1300番地42 

手鎌地区公民館内 
手鎌、明治、吉野、上内、倉永 

東部地域包括支援センター 大字三池629番地2 

三池地区公民館内 
三池、銀水、羽山台、高取 

南部地域包括支援センター 馬込町１丁目20番地1 

駛馬地区公民館内 

みなと、駛馬北、駛馬南、 
笹原、天領、天道、玉川 

 
①地域とのネットワークづくり 

地域資源やニーズを把握するため、民生委員・児童委員協議会や校区公民館連絡協議会などの会議や地域

の行事などに参加した。特に民生委員・児童委員協議会へは、役員会・校区会長会ばかりでなく、各校区の

会議へ出向き、連携強化をはたらきかけた。また、「徘徊模擬訓練」、｢もの忘れ相談検診｣に参加し、認知症

や高齢者の見守り等について、取組みを継続している。この他、定期的に「地域包括だより」を発行し、市

民啓発を行った。 

 

②総合相談支援・権利擁護事業 

高齢者本人やその家族、近隣に暮らす人などから、介護・福祉・医療、高齢者虐待などさまざまな相談に

ついて下記のとおり対応した。そのほか、認知症などで判断力が不十分な人の権利と財産を守るために成年

後見制度に関する相談に対応するとともに、申立てる人がいない場合の市長申立てなどを行った。 
 
＜実  績＞ 

相談件数〈4月～3月） 

 
中央地域包括

支援センター

北部地域包括

支援センター

東部地域包括

支援センター

南部地域包括

支援センター 
総計 

介護保険 131 112 190 144 577

認知症 79 52 64 64 259

医療・疾病 52 38 59 62 211

権利擁護・虐待 55 32 11 34 132

施設 29 25 9 18 81

障害福祉 7 4 4 18 33

CM支援 38 30 32 49 149

予防 10 7 24 11 52

生活全般 41 9 27 19 96

その他 93 45 15 28 181

計 535 354 435 447 1,771

 
虐待に対する対応 
虐待の通報〈届出〉件数 36件

うち虐待として対応した件数 20件

うちやむを得ない措置 0件

緊急保護 5件

 

 



 27

虐待の内容（重複あり） 

身体的虐待 13件

介護・世話の放棄・放任 8件

心理的虐待 6件

性的虐待 0件

経済的虐待 5件

 

成年後見制度市長申立て 

申立て済 6件

後見等開始 5件

 
③ケアマネジメント支援事業 

ケアマネジメントの質の向上とケアマネジャーの資質・専門性の向上のため、平成２３年度も、医療と介

護の連携をテーマに意見交換会を行った。意見交換会と通じて連携推進のために必要な共通理解・相互理解

がより進んだ。 

各地域包括の主任ケアマネジャーが大牟田市介護支援専門員連絡協議会の部員となり、共通研修（フォロ

ーアップ全体研修）、基礎研修、熟達研修中級編（スーパービジョン研修）の各研修の企画・運営に主体的

に関与した。そのほか「介護支援専門員育成研修のあり方検討会」、「ケアマネ支援事業あり方検討会」、「施

設ケアマネジメントのあり方検討会」に積極的に参加した。研修は、研鑽の場にとどまらず、ケアマネジャ

ー同士が気軽にコミュニケーションをとり、お互いが抱えている悩みや処遇困難事例を相談できるような

「場」としても活用した。 
 
④介護予防ケアマネジメント 

ア．予防給付（要支援１・２プラン作成状況） 
介護予防サービスにかかる要支援１・２と認定された人に対しての介護予防プランを地域包括支援セン

ターにおいて作成した。また、地域包括支援センターの出先機関（サブセンター）として位置づけた介護・

予防相談センターと連携し、増加する作成件数に対応することにより効果的な事業の推進を図った。 

 
要支援１・２プラン作成件数                             （単位：件） 

 中央地域包括 

支援センター 

北部地域包括 

支援センター 

東部地域包括 

支援センター 

南部地域包括 

支援センター 
合計件数

新規 89 73 73 101 336

初回 6 1 15 5 27
委

託 
居宅 

継続 1,679 1,523 1,807 2,004 7,013

新規 30 16 33 8 87

初回 4 1 11 1 17包括 

継続 983 597 923 634 3,137

新規 102 65 56 74 297

初回 10 9 7 14 40

直

営 
サブセ

ンター 

継続 1,840 1,860 1,615 2,740 8,055

合計 4,743 4,145 4,540 5,581 19,009

 

イ．二次予防事業対象者（いきいきシニア）把握事業（日常生活圏域ニーズ調査） 

本市に居住する７７歳以上８５歳未満の人（要介護３・４・５の認定を受けている人は除く）１０，

２９２人に平成２４年度から実施予定であった日常生活圏域ニーズ調査を実施し、７，９４１人の回答

があった。平成２４年度に調査票を分析し、二次予防事業対象者（いきいきシニア）を把握することと

している。 
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⑤大牟田市地域包括支援センター運営協議会 

地域包括支援センターの設置及び運営にあたり、中立性、公正性を確保するとともに、センターの適正か

つ円滑な運営を図ることを目的として、平成１７年９月に「大牟田市地域包括支援センター運営協議会」を

設置し、センターから提出された事業計画・事業報告、収支予算・決算等により、適正に運営がなされてい

るかについて確認を行っている。 

 

＜実  績＞ 

                         年度 

 区分 
21 22 23 

開催回数 5 4 6 

 

平成２３年度開催状況 

 期    日 内         容 

第１回 Ｈ23年 6月2日 平成22年度地域包括支援センター事業報告及び決算報告について ほか 

第２回 Ｈ23年8月2日 大牟田市地域包括支援センターのあり方について ほか 

第３回 Ｈ23年9月9日 大牟田市地域包括支援センターのあり方について ほか 

第４回 Ｈ23年10月3日 大牟田市地域包括支援センターのあり方について ほか 

第５回 Ｈ23年12月9日 平成23年度地域包括支援センター事業実施報告（8～10月）について ほか 

第６回 Ｈ24年3月22日 
地域包括支援センター事業計画（案）について 

地域包括支援センター予算計画（案）について 

専門部会設置に伴う要綱改正について 

 

（４）介護予防・相談センターの運営 

所 管 課 長寿社会推進課 

根拠法令等 介護保険法第１１５条の４６ 
負担割合

 国 40/100  県 20/100 

 市 20/100 保険料 20/100 

 
＜目的・事業概要＞ 
地域包括支援センターと連携し、地域において各種相談の受付を行うとともに、介護予防事業、高齢者福

祉事業の適用にあたり、相談者、事業利用希望者等を訪問し実態調査も行った。 
また、介護予防事業のうち筋力アップ教室等の開催も行った。 

 
設置状況 

介護予防・相談センター名 事業所住所 担当校区 

大牟田市社会福祉協議会 瓦町9番地3 上官・平原 

天光園 橘1494番地1 吉野・上内・倉永 

延寿苑 歴木1807番地1291 三池・高取 

サン久福木 久福木894番地 銀水・羽山台 

サンフレンズ 沖田町510番地 駛馬南・笹原・天領 
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やぶつばき 青葉町130番地2 駛馬北・天道・玉川 

大牟田医師会 不知火町2丁目144番地 大牟田・大正 

こもれび 中町1丁目4番地1 手鎌・明治 

済生会大牟田 田隈810番地 白川・中友 

美さと 南船津町1丁目10番地 みなと 

 

活動状況 

             年 度

区 分 
21 22 23 

訪 問 調 査 件 数（延件数） 1,807 1,662 1,621

事業費（千円） 17,163 16,498 16,156

 
（５）介護予防事業及び任意事業の推進 

所管課 長寿社会推進課 

根拠法令等 介護保険法第１１５条の４５ 
負担割合

（介護予防事業） 

 国 25/100 県 12.5/100  

 市 12.5/100 保険料 50/100 

（任意事業） 

 国 40/100 県 20/100 

 市 20/100 保険料 20/100 

 
＜目的・事業概要＞ 
平成１８年４月より施行された改正介護保険法に基づき地域支援事業が創設され、介護予防事業（二次予

防事業対象者（いきいきシニア）向け、一般高齢者向け）及び任意事業に取り組んだ。 
 

  ①介護予防事業（二次予防事業対象者（いきいきシニア）向け事業） 

要支援、要介護等の要介護認定を受けていないが、現状が継続すると要介護状態になるリスクの高い高齢

者に対し、地域包括支援センターのケアマネジメントに基づき、事業を実施した。 
 

ア．筋力アップ教室事業 
マシントレーニングを３ヵ月間（２５回シリーズ）にわたり実施した。 

             年 度

区 分 
21 22 23 

延 利 用 者 数 183 193 194

事業費（千円） 14,476 16,792 15,045

 
イ．歯にかみ教室（口腔機能向上）事業 
参加者の口腔状態を把握し、個別プログラムにより口腔清掃の指導、摂食・嚥下機能に関する訓練な

どを５ヵ月間（１０回シリーズ×５教室）にわたり実施した。 

             年 度

区 分 21 22 23 

延 利 用 者 数 88 114 43

事業費（千円） 4,153 4,574 1,977
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ウ．介護予防通所事業 
身体機能の低下、閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある高齢者を対象とし、介護予防を目的と

したアクティビティ（運動、教養、趣味等の作業活動）を実施した。 
             年 度

区 分 
21 22 23 

延 利 用 者 数 150 122 125

事業費（千円） 9,490 8,339 8,012

 
エ．生活管理指導員派遣事業 
  在宅生活の継続を図るため、日常生活で障害になる事柄について、生活管理指導員（ヘルパー等）が

自宅に訪問し指導助言を行った。 
             年 度

区 分 
21 22 23 

延 利 用 者 数 51 47 52

事業費（千円） 2,287 2,259 2,577

 
②介護予防事業（一次予防事業対象者（一般高齢者）向け事業） 

６５歳以上の高齢者に対し、在宅生活等の継続や地域の交流を目的として、事業を実施した。 

 

ア．健康づくり市民サポーター養成研修事業 

介護予防事業（運動機能向上・低栄養改善・口腔機能向上等）や救急法、筋力トレーニングやストレッ

チの方法の研修を３ヵ月間にわたり実施し、研修修了後、筋力アップ教室や口腔ケア教室等において、指

導者の補助や記録等を行うボランティアを養成した。平成１６年度より養成している。 

             年 度

区 分 
21 22 23 

養 成 者 数 5 8 8

事業費（千円） 122 247 126

 

イ．よかば～い体操普及事業 

 ＜巡回教室・体験教室＞ 

家庭でできる運動器の機能低下防止の体操を地域において行い、予防に対する意識付けと機能の維持・

向上を図った。 

22 23              年 度

区 分 巡回教室 体験教室 巡回教室 体験教室 

延 実 施 回 数 382 659 410 842

延 利 用 者 数 5,821 7,625 4,564 8,392

事業費（千円） 3,662 6,249 5,917 8,121

 

＜指導者養成事業＞ 

地域交流施設や地域の団体等で「よかば～い体操」を実施できるようにするため、専門の指導者を養成

した。 

             年 度

区 分 
21 22 23 

養 成 者 数 28 50 18

事業費（千円） 173 264 156

 

ウ．歯にかみ巡回教室 

地域に講師を派遣し、口腔ケアの大切さや嚥下機能を高めるトレーニング法について啓発、指導し、口
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腔機能等の維持・向上を図った。平成２１年度より１回教室、平成２３年度より３回教室を実施した。 

21 22 23              年 度 

区 分 
１回教室 １回教室 １回教室 ３回教室 

延 実 施 回 数 28 33 19 13

延 利 用 者 数 515 513 323 427

事業費（千円） 252 309 825

 

エ．介護予防地域活動組織支援事業（いきいきクラブ） 

ボランティア主導型の健康づくりやレクリエーション等を地域及び保健所において実施した。平成

２３年度をもって廃止した。 

             年 度

区 分 
21 22 23 

利 用 者 数 224 254 289

事業費（千円） 470 480 581

 

オ．老人クラブ介護予防活動支援事業 

大牟田市老人クラブ連合会に委託し、介護予防に資する運動に係る大会や教養講座等を開催した。 

             年 度

区 分 21 22 23 

事業費（千円） 3,593 3,590 3,631

 

③任意事業 

支援が必要な高齢者に対し、在宅生活等の継続等を目的として、事業を実施した。 

 

ア．自立支援配食サービス事業 

ひとり暮らしの人や高齢者世帯のみの世帯の人で、心身の状況により食事の用意が困難な高齢者を対象

に、生活の自立と質を確保するとともに、安否確認も合せて実施した。 

             年 度

区 分 
21 22 23 

延 利 用 者 数 368 293 301

総 配 食 数 42,833 39,809 35,099

事業費（千円） 6,425 5,971 5,265

 

イ．成年後見制度利用支援事業 

身寄りがなく、認知症等により判段能力が不十分な高齢者に対し支援を行うため、制度の紹介を行うと

ともに、審判請求ができない方に対しては市が申立てを行った。 

             年 度

区 分 
21 22 23 

市 長 申 立 件 数 13 9 6

事業費（千円） 358 614 471

 

（６）介護用品給付サービス事業（紙おむつ給付） 

所 管 課 長寿社会推進課 
根拠法令等 大牟田市介護用品給付サービス事業実施要綱 

負担割合 保険料(第１号被保険者）

 在宅で寝たきりや認知症等により排尿、排便の支援が必要な高齢者及び介護者の負担及び費用負担の軽減

を図るため、紙おむつを支給している。平成７年２月から実施している。 
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平成１８年度からは、介護保険市町村特別給付として実施している。 

             年 度

区 分 
21 22 23 

利 用 実 人 員 598 621 617

事業費（千円） 10,704 11,567 12,483

 
（７） 介護費用適正化事業 

所 管 課 長寿社会推進課 
①介護保険法第２３条 

負担割合 市10/10 

所 管 課 長寿社会推進課 根拠法令等 

②ケアマネジメントサポート事業実施要綱 
負担割合

国 40/100  県 20/100 

市 20/100 保険料20/100 

 

＜目的・事業概要＞ 

①地域密着型サービス事業所への実地指導及び福岡県（県南保健福祉環境事務所）が行う実地指導に同行

し、事業所の運営状況等を把握しながら、不適正な介護サービスの提供となっていないかなどの確認を行

い、必要に応じて改善・自主点検・返還を指導し、給付適正化を図る。 

②主任介護支援専門員、地域包括支援センター、市（保険者）で構成するサポートチームが居宅介護支援

事業所を訪問し、介護支援専門員が抱える困難事例に対して、助言・指導、さらには地域における社会資

源の活用など専門的な視点で提案を行い、よりよいケアの提供とともに介護給付の適正化を推進する。 

 

（８）制度の適正運営等の取組み（あんしん介護創造事業） 

所 管 課 長寿社会推進課 

根拠法令等 大牟田市あんしん介護相談員派遣事業実施要綱
負担割合

 国 40/100  県 20/100 

 市 20/100 保険料20/100 

 

利用者の権利擁護を促進し安心して介護サービスを利用できる介護環境を構築することを目的として、介護

サービスの質の確保・向上を図る「あんしん介護創造事業」に取り組んでいる。このことにより、高齢者が安

心してサービスを利用できる介護環境づくりを進めている。 

 

＜目的・事業概要＞ 

市民公募によるあんしん介護相談員が市内の介護保険施設を訪問し、サービス利用者の話を聞き、相談活

動により疑問や不満・不安の解消を図るとともに、施設等との意見交換などに取り組んでいる。 

 

（９）大牟田市介護給付費準備基金 

所 管 課 長寿社会推進課 
根拠法令等 大牟田市介護給付費準備基金条例 

負担割合 保険料(第１号被保険者）

 
＜目的・事業内容＞ 

   大牟田市では、平成１２年度に「大牟田市介護給付費準備基金」を設置している。介護保険会計において

は、保険料を３年ごとに見直すことにより、事業運営期間（３年間）の財政の均衡を図る中期財政運営を行

っているが、事業運営を行う中で各年度終了後に剰余金が生じた場合は、基金に積立てを行い、また、介護

給付費等が不足した場合には、基金を活用し、不足分の財源に充てることとされている。 
第４期計画期間(平成２１年度から平成２３年度)の給付費は、当初の見込みを大幅に上回ったため、計６

億７，３３２万円の基金を取り崩し、平成２３年度には、福岡県財政安定化基金より２億円を借り入れた。

なお、この借入金については、第５期計画期間中に返済することとなっている。 
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＜実  績＞ 

平成２３年度の基金異動額                           （単位：円） 

年度当初額 積立額 処分額 年度末基金高 

620,799,241 2,120,113 340,165,728 282,753,626

 

（１０）制度の周知 

制度に対する市民の理解を深め、将来にわたって制度の安定運営を図るために、『かいごほけん白書』の

作成、『広報おおむた』及び市公式ホームページへの掲載等による制度周知のほか、学習会等へ講師派遣を

行い制度の説明や相談に応じている。 
 
  ＜出前講座実績＞ 

年 度

講 座 名 21 22 23 

防ごう！高齢者虐待～こんなとき、どうする？～ 0 1 1 

口から始める健康づくり～お口の介護予防しませんか～ ― 0 3 

よかば～い体操で健康に！介護予防でぴんぴん・しゃんしゃん 8 4 3 

地域密着型サービスで安心の生活を 1 3 0 

頼りになります！地域包括支援センター 6 3 0 

本市の介護保険～高齢者のくらしを応援します！～ 3 4 5 

もっと活用！～わかりやすい成年後見制度～ 3 1 1 

認知症になっても大丈夫！～明日のあなたのために～ 14 4 7 

小規模な高齢者福祉施設の見学 0 1 0 

 
（１１）相談・苦情への対応 

  介護保険サービスを利用者が安心して適切に利用できるよう、相談・苦情窓口を設置している。受け付けた

相談・苦情は、地域ケア会議を開催するなど関係機関とも協力・連携し迅速かつ適切に解決処理に当たってい

る。 

 

（１２）情報開示の状況 

  介護保険における認定手続きの透明性を確保するとともに、利用者の心身の状態に基づき適切な保健・医療・

福祉サービスが提供されることを目的として、被保険者や居宅介護支援事業者等に介護認定関係資料の開示を

行っている。なお、平成１８年度より介護予防プラン（要支援1・2）作成のための情報開示は、中央地域包括
支援センターで対応している。 

 
  ＜実  績＞ 

内   訳 
年 度 対 象 

認定調査結果表 主治医意見書 審査判定の経過等 
個 人 9 4 3

21 
事業者 2,773 2,794 1,003

個 人 18 12 11
22 

事業者 3,380 3,264 1,204

個 人 23 19 14
23 

事業者 3,529 3,434 159

    ※審査判定の経過等の開示は、平成２３年６月より廃止 


